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議案第５８号 

倒木事故に係る損害賠償額の決定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年６月５日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

倒木事故に係る損害賠償額の決定について 

 下記により、倒木事故に係る損害賠償額について決定する。 

               記 

１ 相手方 

  東京都中央区日本橋三丁目５番１９号 

   あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

東京企業損害サービス部東京企業火災新種第一サービスセンター 

    所長 篠田 匡寿 

  東京都豊島区北大塚二丁目３３番１７号 

   東京電力パワーグリッド株式会社 

    大塚支社長 深澤 浩一 

２ 損害賠償額 

  金５，１０４，３６２円 

３ 事故の概要 

  令和６年６月２９日、板橋区立上板橋第二小学校校庭内の区が所有

し、及び管理する樹木が根腐れにより道路側に倒れた際、東京電力パ

ワーグリッド株式会社の配電設備、電柱等を損傷する事故が発生した。 

  区は、公の営造物である樹木の管理を怠ったとして、本件事故で東

京電力パワーグリッド株式会社から損害賠償請求権を代位取得したあ

いおいニッセイ同和損害保険株式会社に対し賠償する必要がある。 

 

（提案理由） 

 倒木事故に係る損害賠償額を決定する必要がある。 
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なお、この議案は、地方自治法第９６条第１項第１３号の規定に基づ

き提出するものである。 


